
２０１６年 電波利用環境保護周知啓発強化期間 掲載記事デザイン例

総務省沖縄総合通信事務所 監視調査課 TEL０９８(８６５)２３０８

電波利用環境保護周知啓発強化期間 ６月１日～６月１０日

①無線機の利用には「技適マーク」 の確認を！
②電波の利用には、原則、免許が必要！
③外国規格の無線機器は、国内では使用不可！STOP THE 不法電波！

電子データ（PPTX、PDF、JPEG）が必要な場合には、
電波利用環境担当「okinawa-kankyou@ml.soumu.go.jp」あて、
メールにてご連絡をお願いいたします。


